
 

                          
    
                        

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

○ 現在、埼玉県に対しては県からの要請を受け、平成 26 年 4 月 1 日までを期限として、都内周産期センター等の空床情報を提供する「緊急対応」を実施している。 

○ 埼玉県から、県内の周産期医療施設等の整備状況を踏まえ、相互の患者の受入れを想定した、周産期搬送体制の構築について打診があった。 

現状 

埼玉県内のＮＩＣＵの整備状況及び東京都への周産期搬送の状況 

○ 埼玉県の周産期医療体制が一定程度回復したことから、緊急対応を終了する。 

○ 緊急対応の終了後は、周産期搬送体制の強化を目的として、引き続き埼玉県と県域を 

越えた周産期搬送の試行を開始する。 

（東京都周産期医療体制整備計画においては、周産期搬送体制の強化を目的として、 

神奈川県、埼玉県等と県域を越えた搬送体制を検討することとしている。） 

○ 試行に当たっては、両都県の周産期医療協議会等の意見を踏まえて実施するが、 

試行開始までの間は、緊急対応を継続する。 

埼玉県との県域を越えた連携の試行の開始 

【ＮＩＣＵ整備の状況】 

○ 平成 25 年 4 月に 95 床（出生 1 万人当たり 16.7 床）だったＮＩＣＵが、平成 26 年

1 月末には 118 床（出生 1 万人当たり 20.7 床）まで整備 

 

 

 

 
※周産期 C 数は NICU 休止中を除く 

【埼玉県コーディネーター実績】 

○ 母体搬送の調整実績について、25 年度は 24 年度比で月当たり 7.4 件増加 
※（ ）内は月当たりの件数 

 

 

 

※埼玉県内のＮＩＣＵの稼働率 93％（23 年度）⇒ 95％（24 年度） 

 24 年 5 月 24年 10月 25年 4月 26 年 1 月

NICU（床） 104 92 95 118

周産期医療ｾﾝﾀｰ（か所） 10 8 8 8

 24 年度（12 か月） 25 年度（7 か月） 24 年度比増減 

母体搬送 294(24.5) 223(31.9) - (＋7.4)

 緊急対応 

埼玉→都 
都の情報提供に基づき 
埼玉県が調整 

都→埼玉 ― 

【都周産期母子医療センターへの母体・新生児搬送の状況】 

○ 母体・新生児搬送の受入件数について、母体・新生児ともに、25 年度は 24 年度

と比較して増加している一方、埼玉県からの受入件数は減少 
                                    ※（ ）内は月当たりの件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【埼玉県への戻り搬送実績（平成 25 年 2 月 18 日～平成 25 年 11 月 30 日）】 

○ 依頼 18 件（母体 8、新生児 10）に対し、搬送実施 15 件（母体 7、新生児 8） 

 
24 年度 

（12 か月） 
25 年度 

（9 か月） 
24 年度比

増減 
母体搬送受入 1,999(166.6) 1,602(178.0) -(＋11.4)

うち埼玉県から 136(11.3) 69(7.7) - (▲3.6)

 うち緊急対応 24(4.5) 40(5.0) - (＋0.5)

新生児搬送受入 1,576(131.3) 1,344(149.3) -(＋18.0)

うち埼玉県から 59(4.9) 34(3.7) - (▲1.2)

 うち緊急対応 0(0.0) 0(0.0) - (±0.0)

※24 年度の緊急対応は H24.10.22～H25.3.31 まで。25 年度の緊急対応は H25.5.1～H25.12.31 まで 

埼玉県との県域を越えた周産期搬送体制の構築について（案） 

【緊急対応の内容】 
・埼玉県コーディネーターが埼玉県内で搬送先が見つけられない場合に、東京都コーディネーターが都内周産期母子医療センター等の空床情報を提供 
・埼玉県コーディネーターは提供された空床情報をもとに、都内医療機関に受入れを要請 
※東京都の患者を埼玉県が受け入れる仕組みにはなっていない。 

【「緊急対応」と「連携の試行」の主な相違点】 

連携（試行） 

都が調整 

埼玉県が調整 
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埼玉県との県域を越えた周産期搬送体制構築に向けた試行（案）

1

2 埼玉県→東京都への搬送 東京都→埼玉県への搬送

東京都周産期搬送コーディネーターが調整 埼玉県コーディネーターが調整

①埼玉県コーディネーターが東京都コーディネーターにＦＡＸ及び電話により依頼
②埼玉県コーディネーターから送付される患者情報をもとに都内を調整

①東京都コーディネーターから埼玉県コーディネーターにＦＡＸ及び電話により依頼
②東京都コーディネーターから送付される患者情報をもとに県内を調整

①依頼様式 「搬送調整依頼書」（埼玉県様式） 「搬送調整依頼書」（東京都様式）

②詳細情報の取得方法
東京都コーディネーターが埼玉県コーディネーターに連絡することを原則とする。
ただし、必要に応じて直接搬送元医療機関に確認する。

埼玉県コーディネーターが東京都コーディネーターに連絡することを原則とする。
ただし、必要に応じて直接搬送元医療機関に確認する。

③都県外搬送先の調整を中止する条件

④複数事例が生じたときの優先順位
原則、都の事例を優先
県からの依頼が複数あるときは、県が優先順位を示して都に依頼

原則、県の事例を優先
都からの依頼が複数あるときは、都が優先順位を示して県に依頼

⑤搬送先決定後の報告
東京都コーディネーター　　→　　依頼元産科施設へ
東京都コーディネーター　　→　　埼玉県コーディネーターへ
埼玉県コーディネーター　　→　　埼玉県の地区担当地域周産期センターへ

埼玉県コーディネーター　　→　　依頼元産科施設へ
埼玉県コーディネーター　　→　　東京都コーディネーターへ
東京都コーディネーター　　→　　東京都の総合周産期センターへ

3 東京都→埼玉県への戻り搬送 埼玉県→東京都への戻り搬送

東京都周産期搬送コーディネーター 埼玉県母体・新生児搬送コーディネーター

埼玉県母体・新生児搬送コーディネーター 東京都周産期搬送コーディネーター

①東京都の周産期センター等が東京都コーディネーターにＦＡＸ及び電話により依頼
②東京都コーディネーターから埼玉県コーディネーターにＦＡＸ及び電話により依頼
③埼玉県コーディネーターが埼玉県内及び東京都内周産期センター等と調整

①埼玉県の周産期センター等が埼玉県コーディネーターにＦＡＸ及び電話により依頼
②埼玉県コーディネーターが東京都コーディネーターにＦＡＸ及び電話により依頼
③東京都コーディネーターが、東京都内及び埼玉県内周産期センター等と調整

①依頼様式 母体戻り搬送調整依頼書又は新生児戻り搬送調整依頼書（埼玉県様式） 搬送元医療機関の様式

②詳細情報の取得方法 埼玉県コーディネーターが直接依頼元周産期センター等に確認する。 東京都コーディネーターが直接依頼元周産期センター等に確認する。

③調整時間

④搬送先決定後の報告
埼玉県コーディネーター　　→　　依頼元周産期センター等へ
埼玉県コーディネーター　　→　　東京都コーディネーターへ

東京都コーディネーター　　→　　依頼元周産期センター等へ
東京都コーディネーター　　→　　埼玉県コーディネーターへ

病院救急車、民間救急車等
搬送手段や医師等の添乗については、埼玉県コーディネーターが調整（モデル事業）

病院救急車、民間救急車等
搬送手段や医師等の添乗については、依頼元と搬送先の周産期センター等間で調整

4

5

6

現状どおり（個別対応）都県境地域間の搬送

(2)空床情報

(1)患者情報

戻り搬送の流れ

情報の共有化

(4)調整方法

(3)調整者

(1)対象

(5)搬送方法

(2)受付窓口

本格実施への移行

・県域を越えて搬送可能であると医師が判断した22週以降の母体及び新生児搬送（転院搬送）
・県域を越えた搬送は、自都県内で受入不可で、各ブロックの総合周産期センター（埼玉県においては地区担当地域周産期センター）に確認し受入不可の場合に限る。

(3)搬送方法

母体・新生児搬送の流れ

本試行により県外医療機関に救急搬送された後、急性期を過ぎ、県内医療機関へ転院が可能と医師が判断した患者（母体及び新生児）

・FAX及び電話で伝達

・周産期救急情報システムの相互閲覧は実施しない。

周産期医療協議会における検証を踏まえ、本格実施に移行

選定依頼時に個別に確認。調整時間を過ぎて未決定の場合は、再調整するか調整終了とするか依頼元周産期センター等に確認をする。

試行の内容項目

試行の対象外

試行の対象外

対象

(2)母体救命事例の取り扱い

(1)対象とする事例

６０分を超えた場合又は全選定可能病院に依頼しても見つからない場合は、経過報告し、調整中止又は選定継続の相談を行う。

救急車またはドクターカー等
※東京都：救急車の場合は、東京消防庁指令室と要調整

・現状どおり（個別対応）

(3)一般通報（１１９番）の取り扱い

(1)搬送調整者

(2)調整方法

(4)関連病院等、日常的に連携している施設
　　への搬送受入依頼

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ
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埼玉県から東京都への母体・新生児搬送の仕組み 東京都から埼玉県への母体・新生児搬送の仕組み

産科施設等

埼玉県
母体・新生児搬送コーディネーター

④選定依頼

（①）

県内調整

埼玉県内で受入不能の場合、

地区担当地域周産期センター

に確認の上、④へ

⇒④で東京都へ選定依頼後

コーディネーターは継続して

県内調整を実施

⑥受入医療

機関連絡

搬送先医療機関への連絡、 救急車の要請

日常的に連携している施設、関
連病院等へ独自に要請

FAX及び電話
による患者情報伝達

埼玉県内の
周産期センター等

東京都

各地区担当
地域周産期センター

⑥調整結果

報告⑤選定開始

東京都
周産期搬送コーディネーター

（①）

都内調整

⑥受入医療

機関連絡

搬送先医療機関への連絡、 救急車の要請

日常的に連携している施設、関
連病院等へ独自に要請

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達

東京都内の
周産期センター等

各ブロックの
総合周産期センター

⑥調整結果

報告

東京都内で受入れ不能の場合、
各ブロックの総合周産期センター
に戻すが、総合でもやむを得ず
受入れ不可の場合、④へ

⇒④で埼玉県へ選定依頼後
コーディネーターは継続して

東京都内の周産期センター等

③県内選定

⑧搬送 ⑧搬送

③都内選定

①搬送調整

依頼

②選定依頼

⑦調整結果

報告

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達

搬送先決定 搬送調整不調

埼玉県に戻す⑥へ

②FAXによる

搬送調整依頼

書の送付

Ａ Ｂ

母体・新生児搬送の流れ（イメージ図）（案）

④詳細

確認

⑦調整結果

報告

①搬送調整

依頼

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達

②選定依頼

④選定依頼

⑤選定開始

埼玉県内の周産期センター等

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達

搬送先決定 搬送調整不調

東京都に戻す⑥へ

④詳細

確認

埼玉県

産科施設等
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　　　東京都から埼玉県への戻り搬送の仕組み 　　　埼玉県から東京都への戻り搬送の仕組みＢ

東京都の周産期センター等

転院調整

①受入依頼

詳細確認

東京都周産期搬送コーディネーター

Ａ

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達④結果報告

④結果報告

戻り搬送の流れ（イメージ図）（案）

⑤搬送

埼玉県の患者の住所地に近い周産期センター等

③調整後、④へ

埼玉県母体・新生児搬送コーディネーター

②受入依頼

詳細確認

埼玉県の周産期センター等

転院調整

①受入依頼

詳細確認

埼玉県母体・新生児搬送コーディネーター

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達

電話連絡及びFAX
による患者情報伝達④結果報告

④結果報告

⑤搬送

東京都の患者の住所地に近い周産期センター等

③調整後、④へ

東京都周産期搬送コーディネーター

②受入依頼

詳細確認
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